
人
分
野
の
重
要
改
正
項
目

と
し
て
は
、
地
方
創
生
応

援
税
制
（
企
業
版
ふ
る
さ
と
納

税
）
の
改
正
、
法
人
税
率
の
改
正

と
防
衛
特
別
法
人
税
の
創
設
、
中

小
企
業
経
営
強
化
税
制
の
改
正
等

が
挙
げ
ら
れ
る
。

地
方
創
生
応
援
税
制
の

改
正
概
要

　
地
方
創
生
応
援
税
制
（
企
業
版

ふ
る
さ
と
納
税
）
と
は
、
青
色
申

告
法
人
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か

ら
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
、
認
定
地
方
公
共
団
体
が
行
う

「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄

附
活
用
事
業
」
に
関
連
す
る
寄
附

金
を
支
出
し
た
場
合
、
図
表
１
に

掲
げ
る
税
額
控
除
が
で
き
る
制
度

で
あ
る
。

　
こ
の
制
度
の
活
用
に
よ
り
、
寄

附
金
の
損
金
算
入
に
よ
る
軽
減

（
寄
附
額
の
約
３
割
）
と
税
額
控

除
（
寄
附
額
の
最
大
６
割
）
を
合

わ
せ
て
、
最
大
で
寄
附
額
の
約
９

割
の
軽
減
効
果
が
期
待
で
き
る
と

さ
れ
て
い
る
（
図
表
２
）。

　
制
度
活
用
に
あ
た
っ
て
の
留
意

事�

項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・�

１
回
あ
た
り
10
万
円
以
上
の
寄

附
が
対
象

・�

寄
附
の
見
返
り
と
し
て
経
済
的

利
益
を
受
け
る
こ
と
は
禁
止

・�

本
社
所
在
地
の
地
方
公
共
団
体

へ
の
寄
附
は
対
象
外

地
方
公
共
団
体
の

手
続
き
に
つ
い
て
改
正

　
過
去
に
お
い
て
、
寄
附
を
し
た

法
人
の
子
会
社
が
地
方
公
共
団
体

か
ら
事
業
を
受
注
し
た
案
件
に
つ

い
て
、
地
方
公
共
団
体
が
寄
附
を

受
け
た
法
人
に
対
し
便
宜
供
与
を

行
っ
た
と
し
て
、
計
画
の
認
定
が

取
り
消
さ
れ
る
と
い
う
事
例
が
発

生
し
た
。

　
そ
こ
で
再
発
防
止
の
た
め
、
地

方
公
共
団
体
の
手
続
き
に
つ
い
て

次
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

・�

地
方
公
共
団
体
は
、
寄
附
活
用

事
業
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
書
面
を
内
閣

総
理
大
臣
に
提
出

・�

地
方
公
共
団
体
は
、
寄
附
を
し

た
法
人
の
名
称
を
内
閣
総
理
大

臣
に
報
告
お
よ
び
公
表
（
特
定

の
契
約
に
つ
い
て
の
み
）

・�

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
記
の
報

告
を
受
け
た
寄
附
活
用
事
業
お

よ
び
法
人
の
名
称
を
公
表

・�

そ
の
他
一
定
の
措
置

　
ま
た
、
適
用
期
限
が
令
和
７
年

３
月
31
日
か
ら
３
年
延
長
さ
れ
、

令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で
に
支
出

し
た
寄
附
金
に
つ
い
て
適
用
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

法
人
税
率
の
改
正
と

防
衛
特
別
法
人
税
の
創
設

①
従
来
の
法
人
税
率
の
改
正

　
法
人
税
の
税
率
は
、
原
則
23
・

２
％
と
さ
れ
て
い
る
。
資
本
金
１

億
円
以
下
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
要

件
と
す
る
「
中
小
法
人
」
に
該
当

す
る
法
人
は
、
そ
の
事
業
年
度
の

中小企業経営強化税制は
適用期限を２年延長し
類型要件を一部改正

▲

中小企業経営強化税制等の改正

法

法人分野の重要改正項目 【法人税】
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②
防
衛
特
別
法
人
税
（
仮
称
）
の

創
設

　
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
を
行

う
た
め
の
安
定
的
な
財
源
を
確
保

す
る
た
め
、
令
和
８
年
４
月
１
日

以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か

ら
、
下
記
の
防
衛
特
別
法
人
税
が

法
人
税
の
新
た
な
付
加
税
と
し
て

課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

・�

防
衛
強
化
法
人
税
＝
（
基
準
法

人
税
額

−

５
０
０
万
円
）
×
４

％
※�

令
和
８
年
４
月
１
日
以
後
開
始

事
業
年
度
よ
り
適
用

中
小
企
業
経
営
強
化

税
制
の
改
正
概
要

　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
は
、

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
中
小
企

業
者
、
農
業
協
同
組
合
等
、
商
店

街
振
興
組
合
で
、
中
小
企
業
経
営

強
化
法
の
認
定
を
受
け
た
同
法
に

規
定
さ
れ
る
特
定
事
業
者
が
、
令

和
７
年
３
月
31
日
ま
で
の
期
間
内

に
、
経
営
力
向
上
設
備
等
で
一
定

規
定
に
よ
り
、
適
用
除
外
事
業
者

に
該
当
し
な
け
れ
ば
15
％
ま
で
軽

減
さ
れ
て
い
る
（
図
表
３
）。

所
得
金
額
の
う
ち
８
０
０
万
円
ま

で
は
19
％
の
税
率
の
適
用
と
さ

れ
、
さ
ら
に
租
税
特
別
措
置
法
の

特
例
適
用
期
限
を
延
長
し

特
例
内
容
も
一
部
改
正

　
今
回
の
改
正
で
は
、
租
税
特
別

措
置
法
に
規
定
さ
れ
る
15
％
の
軽

減
税
率
の
特
例
適
用
期
限
が
２
年

延
長
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
特

例
の
内
容
も
一
部
変
更
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　
大
き
な
変
更
点
と
し
て
は
、
グ

ル
ー
プ
通
算
制
度
を
利
用
し
て
い

る
法
人
は
、
中
小
通
算
法
人
で
あ

っ
て
も
15
％
の
軽
減
税
率
の
適
用

が
な
く
な
り
19
％
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
所
得
の
金
額

が
８
０
０
万
円
以
下
な
ら
15
％
の

税
率
適
用
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ

を
、
そ
の
事
業
年
度
の
所
得
の
金

額
が
10
億
円
を
超
え
て
い
る
か
ど

う
か
も
、
判
定
の
要
素
と
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　
10
億
円
以
下
な
ら
こ
れ
ま
で
と

同
様
の
取
扱
い
と
な
り
、
10
億
円

を
超
え
た
場
合
は
８
０
０
万
円
以

下
は
17
％
で
課
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。

法人事業税 企業負担法人住民税＋法人税国税＋地方税

寄附額

損金算入 約３割 ４割 ２割 １割

図表２　制度活用による軽減効果

（出所）図表１・２とも筆者作成

図表１　税額控除の内容

法人事業税 寄附金額×20％
（法人事業税額の20％が上限）

法
人
住
民
税

❶法人
道府県民税

寄附金額×5.7％
（法人道府県民税法人税割額の20％が上限）

❷法人
市町村民税

寄附金額×34.3％
（法人市町村民税法人税割額の20％が上限）

法人税
次のいずれか少ない金額（法人税額の５％が上限）
㋐上記①②で控除しきれなかった金額
㋑寄附金額×10％

特集 税制改正大綱の重要ポイント
押さえておきたい 令和７年度ワイド
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